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業務委託仕様書

南風原町



仕様書

１ 委託業務名

南風原町子ども元気 ROOM 事業（若者の居場所運営）業務委託

２ 事業の目的

貧困の連鎖を断ち切るという観点から、南風原町の実情を踏まえた事業をモデル的・

集中的に実施することにより、孤立（貧困）しているこども及び若者とその家庭の福祉

の増進に資することを目的に事業を行う。

本事業の中で、家庭や学校、社会の中で生活することに困難を抱えている南風原町の

こども及び若者に対し、衣食住に関わる基本的な生活習慣の改善や相談支援、コミュニ

ケーション能力の向上を図るなど個々の状況に応じた伴走的支援を実施するとともに、

学習の支援や将来の自立に向けた就労支援等を切れ目無く行う。

３ 委託期間

契約締結の日から令和 9年 3月 31 日までとする。

４ 委託業務の実施場所

受託者が町内に設置する事業所

５ 基本方針

受託者は、次に掲げる基本方針に基づき業務を遂行すること。

(1) ６で定める支援対象者の実情や生活状況等に合わせ、安心して通えるような居場

所になるよう工夫し、事業目的を達成するために関係機関との連携に努めること。

(2) 支援対象者の個々の状況に応じた伴走的支援を実施し、他者とのコミュニケーシ

ョン能力や自己肯定感の向上を図れるように努めること。

(3) 支援対象者の学習意欲や就労意欲の喚起及び社会体験活動等に係る支援状況の

進行管理に努めること。

(4) 個々の状況に応じた支援を実施するにあたり、地域資源の活用に努めること。

(5) 民間事業者のノウハウを活用した効果的な事業の実施に努めるとともに、事業の

実施に必要な調整等を随時行うこと。

(6) 事業の趣旨を踏まえ、支援対象者の自立の助長に必要な支援を行うよう努めるこ

と。

６ 業務内容

(1) 支援対象者

町内在住で原則として生活困窮者自立支援法で定める生活困窮者又は学校教育

法に基づく就学援助制度の対象者でこども基本法におけるこどもを中心とするが、

利用するこどもの心情等に配慮し、必要と認められる場合はそれ以外の者も支援の

対象とし、関係機関の調整会議（若者支援会義）で決定した者とする。

(2) 支援の実施



受託者は、包括的な支援を行うため、子ども元気支援員（以下「支援員」とい

う。）と連携し、以下の業務を行う。また、必要に応じて支援員と連携しながら、

支援対象者へのアウトリーチを実施する。

①アセスメントの実施

支援員が作成した個別シートを元に面談を行い、支援対象者の意識や状態等の

アセスメントを実施して総合的に把握すること。

②目標・計画の作成及び相談カウンセリングの実施

目標作成にあたっては、支援対象者等の細かな課題分析とその対応策の整理を

し、支援対象者に応じて数力月単位の目標設定を行い、支援プロセスと到達度の

明確化に努めること。また、相談カウンセリングを行うこと。

③プログラムの実施

作成されたアセスメントシートに基づき支援のために必要な支援プログラムを

実施し、さらに実施している関係機関と連携を図り個々の支援対象者に応じた支援

プログラムが受けられるように手配すること。

④居場所の提供

支援対象者の一人ひとりの状況に応じた居場所づくりを行うこと。

⑤キャリア形成支援

支援対象者の一人ひとりの状況に応じた学習・就労支援を実施すること。学習・

就労支援には、学習意欲や就労意欲の喚起、その前段となるコミュニケーション

能力の向上、他者や社会との触れ合いなども含む。なお、支援の実施にあたって

は地域資源の活用に取り組み、必要に応じて資源の掘り起こしを行うこと。

⑥食の提供及び食育の実施

必要に応じて支援対象者へ食事を提供し、作る・食べる等の大事さや健康の大

切さなどを学ぶ。また、他者とともに調理することや食事を取ることなどを通し

てコミュニケーション能力や想像力などを高められるようにすること。

⑦生活支援等の伴走的な支援

生活習慣の改善、相談支援、日常の話し相手など伴走的な支援の実施により信

頼関係を構築し、継続的な支援を行うこと。

⑧拠点型子供の居場所及び若年妊産婦の居場所との連携

南風原町が実施する拠点型子供の居場所及び若年妊産婦の居場所と連携し、一

人一人の状況に応じた継続した支援を行うこと。

⑨学校との連携

不登校の児童・生徒には、出席扱いを含めて支援員と連携し学校と調整を行う

こと。

⑩家庭への支援

支援対象者の状態改善に向けて、家庭に対して必要な社会資源につなげるなどの

支援を行うこと。

⑪送迎支援

支援対象者の送迎を行い、家庭環境の確認と必要に応じて保護者の相談対応を行

うこと。

⑫ネットワークの構築

貧困の連鎖を断ち切るために、地域資源の活用や人的ネットワークの構築に努

め、必要に応じて南風原町が主催する「こども・若者支援協議会」に参加し、連

携すること。

⑬その他

町が必要と認めるもの



８ 業務実施日及び実施時間

(1)実施期間

契約締結の日から令和 9年 3月 31 日

(2)実施日

週 3日以上

※ただし、利用者等の状況などを考慮し南風原町と受託者の協議により変更可能とす

る。

(3)実施時間

週 30 時間以上開所するものとする。ただし支援や緊急対応に必要な変更がある場合

はこの限りではない。また、利用者等の状況などを考慮し南風原町と受託者の協議によ

り変更可能とする。

９ 実施体制

受託者は支援対象者に応じて６業務内容に該当する支援が行える人員を配置するこ

と。また、支援対象者等に対してソーシャルワークする者を配置すること。受託者は南

風原町に対し、業務受託後速やかにこの業務に従事するスタッフ（以下「業務従事者」

という。）名簿を提出するものとる。また、業務従事者に変更があった場合は直ちに変

更後の名簿を提出するものとする。

10 実施状況の報告等

(1)受託者は、各月ごとの事業の実施状況に係る下記の書類を翌月 10 日までに南風原

町に提出すること。

①支援対象者の支援状況等アセスメントシート

②事業報告(支援対象者の参加状況、事業の実施状況等)

(2)委託事業が完了したときは、実績報告書に関係書類を添えて、事業終了後 7日以内

に南風原町に提出すること。

(3)本事業を実施するにあたり、南風原町と受託者は半月毎に支援対象者について参加

状況や事業の実施状況報告等を行うこと。（若者支援会義）

11 運営会議の実施

事業の実施状況等を振り返り、評価及び改善を図るために年 2回南風原町民生部こど

も課及び受託者にて運営会議を開催する。但し、必要に応じて臨時的に開催することと

する。

12 業務従事者研修・教育

受託者は、業務遂行にあたり、より良い支援を実現するため、業務従事者に対し必要

不可欠な知識や技術を指導・教育するなど業務従事者の資質の向上に積極的に努め、支

援業務が適切かつ円滑に行われるようにすること。

13 業務の再委託の禁止

受託者は、契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、または請け負わせ

ることができない。但し、本事業の達成のために必要と認めるものについては、あらか

じめ南風原町民生部こども課と協議の上第三者に再委託することができる。

14 個人情報の取り扱い

受託者が業務を行うのにあたり個人情報を取り扱う場合は、「個人情報の保護に関



する法律」（平成 15 年法律第 57 号）「個人情報保護法に関するガイドライン」を遵

守し、その取り扱いに十分に留意し、漏えい、滅失及びき損の防止、その他の個人情

報の保護に関し、必要な措置を講じなければならない。

15 その他

この仕様書に定めるもののほか、業務の実施に関して必要な事項は南風原町と受託者

で協議の上、決定するものとする。


